
急変時の緊急時に患者様が入院できる体制の確保を

行っています。
後発医薬品のあるすべての医薬品（2品目以上の場合に限る）が一般名処方されている場合

外来腫瘍化学療法診療料3について

外来腫瘍化学療法診療料1の届出を行っている以下の

医療機関との連携により、緊急時に有害事象等の診療

ができる連携体制を確保しています。

和歌山県立医科大学附属病院
T E L ：073-447-2300（代表）

２）

３）

【提携医療機関】

当院は、本診療料を算定している患者様から電話等に

よる緊急の相談等に対応できる体制を設けています。

１）

TEL ：0737-52-6188（代表）

【当院連絡先】

『氏名・生年月日・化学療法を受けていること・現在の

症状等』をお伝えください。

*初期対応は電話対応職員が行います。

*主治医が不在の場合は、速やかに折り返し連絡します。

医療法人たちばな会 西岡病院
住所：和歌山県有田郡有田川町小島278-1

TEL：0737-52-6188


